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訓　　　　　令

福井県訓令第１号 
            庁中一般 
            各出先機関             
 福井県工事検査規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
  令和８年１月６日 
      福井県知事職務代理者 福井県副知事 中村 保博 
   福井県工事検査規程の一部を改正する訓令 
 福井県工事検査規程（昭和４０年福井県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前   
別表第１（第２条関係） 

本庁の課 工事検査職員に充てる職 
（略） （略） 
都市計画課 （略） 
建築住宅課 参事、工事または設備を担当する各主任 
公共建築課 （略） 
（略） （略） 

別表第２（第２条関係） 
かい 工事検査職員に充てる職 

（略） （略） 
越前漁港事務所 （略） 
総合グリーンセンター 所長 緑化・花づくり推進課長 
土木事務所 （略） 
（略） （略） 

 

別表第１（第２条関係） 
本庁の課 工事検査職員に充てる職 

（略） （略） 
都市計画課 （略） 
建築住宅課 工事または設備を担当する各主任 
公共建築課 （略） 
（略） （略） 

別表第２（第２条関係） 
かい 工事検査職員に充てる職 

（略） （略） 
越前漁港事務所 （略） 
総合グリーンセンター 所長 緑化・花づくり推進部長 
土木事務所 （略） 
（略） （略） 

   
   附 則 
 この訓令は、令和８年１月６日から施行する。 
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